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歩行者を守る視点から自転車通行空間整備に着手し、
多様な関係者の連携、合意形成手法を試み確立

バス専⽤レーンを活⽤した「⾃転⾞⾛⾏指導帯」の整備
 
⾃転⾞通⾏環境整備モデル地区における「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備
 

「⾦沢市まちなか⾃転⾞利⽤環境向上計画」の策定と
細街路における「⾃転⾞⾛⾏指導帯」の整備
 

「⾦沢⾃転⾞ネットワーク協議会」の設⽴と
「⾦沢⾃転⾞ネットワーク形成に向けた勉強会」の開催

21［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡



バス専用レーンを活用した
「自転車走行指導帯」の整備1
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●	石川県金沢市の中心部に位置する国道159	号（現国
道359号）浅野川大橋～山の上交差点（L≒1km）は、
４車線･両側歩道の都市内幹線道路であり、約18,600	
台/12h	の自動車交通量を有する（2007	年5	月16	⽇、
7-19	時）。なお、2006	年 4	月に金沢外環状道路山側
幹線（通称：山側環状）が開通し、当該区間の自動車
交通量が減少。

●	周辺には、重要伝統的建造物群保存地区に指定され
ている主計町茶屋街やひがし茶屋街などの金沢を代
表する観光地があるほか、小学校や高校が複数あり、
朝の通勤・通学時には歩行者・自転車交通量が多い。
しかし、対象区間の歩道幅は両側とも概ね0.8～1.5
ｍ程度と狭く、自転車通行可には指定されていない。

●	多くの自転車が歩道・車道を無秩序に走行し、小学
生等の歩行者や路地から出てくるクルマとの接触事
故が発生。このため、地元からは「狭い歩道上を走
る自転車を車道におろしてほしい」との声が上がり、
対策を検討することとなった。

●	自転車が通行すべき「車道の左側端」を明示するこ
とにより、歩行者・自転車・バス・クルマのそれぞ
れにとって「安全で安心して通行できる道路空間の
創出」が課題となった。

◆	 全国初！	「⾞道混在」タイプの⾃転⾞通⾏空間の整備
◆	 関係者が⼀堂に会する協議会を設置し、半年間の社会実験を通じて合意形成
◆	「歩⾏者・⾃転⾞・バス・クルマのそれぞれが安全・安⼼な道路空間の創出」という
　	 理念の設定と共有
◆	 ⾦沢独⾃の⾃転⾞マークや「灰桜⾊」の路⾯着⾊などによる法定外表⽰での
	 ⾃転⾞通⾏空間の明⽰と歴史的市街地の景観への配慮
◆	 街頭指導等のフォローアップにより、ルール遵守率が向上し、⾃転⾞関連事故が減少

狭い歩道上では
自転車と歩行者の接触事故が発生！

交通ルールを徹底し、みんなが安全で
安心して通行できる道路空間を目指す

歩道上で自転車を怖がる小学生 歩道と車道を無秩序に走る自転車

現状

目的

これが
必要

歩行者と自転車の分離

自転車走行位置の明確化

▼対象区間位置図

▼対象区間の現状・課題

背景·目的

金沢自転車ネットワーク協議会22
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2006-2007 年度　国土交通省金沢河川国道事務所

道の点検簿・住民要望
（自転車を歩道から車道へおろしてほしい）

2007.1.10
第１回交通安全対策協議会

2007.3.19 
社会実験開始

2007.9.27
第４回交通安全対策協議会（本格導入承認）

2007.10.1
本格実施（24 時間・365 日、法定外表示）

2007.3.5
第２回交通安全対策協議会（社会実験承認）

2007.6.4
第３回交通安全対策協議会（実験継続決定）

協議会設立（地域住民・学校関係者・ＰＴＡ・バス事業者・市民
団体・学識者・警察・道路管理者等）

街頭指導実施（３回）／事後アンケート実施／自転車走行実態調
査（対策後１）／バス定時性調査（対策後）

実験内容検討／効果検証方法検討／広報計画立案／事前アン
ケート実施／自転車走行実態調査（事前）／バス定時性調査（車道
左端テスト走行）

街頭指導実施（２回）／広報活動の見直し／自転車走行実態調査
（対策後２）／交通事故調査／ヒアリング調査実施（対象区間を自
転車で通る高校生及びバス運転手）／ヒアリングで抽出された課
題への対応（路面表示の追加、東山交差点の左折車対策等）

現場施工（自転車走行指導帯、歩行者・自転車用看板の設置）

●	地域住民やＰＴＡ、学校関係者、バス事業者、市民団体、学識者、
警察、行政等の多様な関係者からなる「国道159	号（浅野川大橋
～東山～山の上）交通安全対策協議会」（事務局：国⼟交通省金沢
河川国道事務所交通対策課）を設立し、自転車走行位置の明確化
をはじめとする交通安全対策の具体的内容について検討した。

◆	「国道159	号浅野川⼤橋〜東⼭〜⼭の上交通安全対策協議会」の設置

▼交通安全対策協議会の様⼦

▼協議会構成メンバー

▼社会実験から本格実施までの流れ

学識者

地元住⺠（町会連合会、街頭交通推進隊）

学校関係者（関係する高校・小学校の校⻑）

PTA、育友会

バス事業者

交通安全協会

市⺠団体

報道関係者（新聞社）

警察（県警、所轄）

道路管理者（国、県、市）

事務局（国）、コンサルタント

取り組みの概要

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 23
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バス専用レーンを活用した
「自転車走行指導帯」の整備1

●	バスレーン左端に幅1.25ｍ
（側溝0.5m	含む）の「自転
車走行指導帯」を設置し、自
転車走行位置の明確化。路面
着⾊の⾊は、景観の専⾨家の
助⾔を受けて⽇本の伝統⾊で
ある「灰桜⾊」とし、畳一枚
分の大きさの着⾊帯を30cm	
間隔で配置することで、視認
性や走りやすさに配慮した。

◆	法定外表⽰による「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備

▼自転車走行指導帯 ▼景観の専門家を交えた路面着色方法の現場確認

看板の設置

自転車走行指導帯

金沢自転車ネットワーク協議会24
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2006-2007 年度　国土交通省金沢河川国道事務所

●	歩行者や自転車だけの交通安全対策ではなく、「歩行者・自転車・バス・
クルマそれぞれにとって安全・安心な道路空間の創出」を課題解決に
向けた基本的な“理念 ”として設定。この理念を関係者と共有すること
で、異なる立場からの多様な意見を一つの判断基準で捉えることがで
き、最終的な合意形成に⾄る重要なポイントとなった。

◆	歩⾏者・⾃転⾞・バス・クルマのそれぞれが共感できる「理念」の設定
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を守る

バ
ス
の
交
通
ル
ー
ル右側車線にクルマが並んでいる場合、自転車を追

い越さず、ゆずりあって走りましょう。

安全・安心に走行するために、

①自転車は「指導帯」を左側通行
②クルマは　「バスレーン」を守り
「駐停車禁止」
③バスは「ゆずりあい」
④人は路地や交差点では注意
を心がけましょう！

しっかり減速し、歩行者・自転車の巻き込み防止
確認をしましょう。

左折時の巻き込み防止

バス専用レーン時間帯は駐停車禁止です。

路上駐車はやめよう

バス専用レーンの時間帯（７：30～９：00）は、マイ
カーの走行はできません（4人乗りを除く）

バスレーンを守ろう

××

しっかり減速し、歩行者・自転車の巻き込み防止
確認をしましょう。

路上駐車はやめよう

左折時の巻き込み防止

バス専用レーン時間帯は駐停車禁止です。

クルマの交通ルール

バス専用レーンの時間帯（７：30～９：00）は、マイ
カーの走行はできません（4人乗りを除く）

バスレーンを守ろう

××

ひ
と
の
交
通
ル
ー
ル

ク
ル
マ
の
交
通
ル
ー
ル

路地や交差点では注意
しましょう

バス専用レーン左端に灰桜色で舗装された自転車走行指導帯=２月24日正午撮影、金沢市東山の国道159号

事務局　国土交通省金沢河川国道事務所交通対策課
〒９２０－８６４８　金沢市西念４丁目２３番５号　電話（０７６）２６４－８８００㈹

国道１５９号（浅野川大橋～東山～山の上）交通安全対策協議会
社会実験の結果をもとに、より安全な交通環境づくりを考えていきます。

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/r159anzenkyo/

自転車はココ『端ＲＵＮ』け♪自転車はココ『端ＲＵＮ』け♪
「自転車走行指導帯」を走りましょう！

３月１９日月▷５月
は　し ら　んは　し ら　ん

７：３０～９：００

橋
場

鳴
和

むさし 神宮寺

（バス専用レーンの時間帯）

「バスレーン」は、いつもどおりバスも一緒に走ります。
お互いにゆずりあって、安全に走行しましょう。

浅野川大橋←→東山←→山の上国道１５９号

国道１５９号
浅
野
川

大
　
橋

東
山

山
の
上

※自転車の専用通行帯ではありません

まで

自転車の走るところがわかりやすくなるよ

金沢駅

東金沢駅

東長江

神谷内

小坂

神谷内　　　　　　　　　

鳴和

橋場

神谷内トンネル

月浦トンネル

御所トンネル

馬場小

星稜

星稜大桜丘高
森山町小

157

159

金沢市役所

金沢城公園　

兼六園

浅野川

卯辰山
公園

む
さ
し

香
林
坊

（予定地）

山の上

浅野川大橋

社会実験実施！

東山

卯辰トンネル

国道１５９号
浅野川大橋～東山～山の上

（延長約１ｋｍ）

▼新聞広告による基本理念の周知（2007年3月11日 北國新聞 朝刊 第33面）

▼横断幕でも「ゆずりあい」を強調

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 25
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バス専用レーンを活用した
「自転車走行指導帯」の整備1

◆	交通ルールやマナーの周知・PR

▼チラシに整備概要や自転車の走り方を示して周知・啓発

▼街頭指導の様⼦ ▼モデル走行隊による模範走行の様⼦ ▼バス車体後方の広告掲載

●	社会実験の実施に際しては、広報計画に基づき、交通ルー
ル及びマナーの周知・ＰＲを徹底。具体的には、約１万
人を対象とした事前アンケートの実施、チラシ２万部の
配布、高校での出前講座の実施、新聞・テレビ・ラジオ・

情報誌等の各種メディアとの連携による広域的な広報活
動等を実施。また、指導帯設置後、協議会主体の街頭指
導を実施し、「モデル走行隊」による模範走行などを通
じて、自転車通学の高校生等に交通ルールを指導。

金沢自転車ネットワーク協議会26
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◆	多様な調査による効果検証

▼社会実験の効果や課題を地域住⺠・道路利用者等にフィードバック

▼高校⽣へのヒアリング

▼路面表示の追加整備

●	社会実験の効果検証にあたり、自転車通行実態調査（自転車の通
行位置・方向別の交通量調査）、１万人アンケート調査（地域住民・
高校生・バス運転手等）、バス定時性調査（自転車とバスの混在に
よる遅れの有無の検証）、自転車関連事故調査（整備前後での事故
件数の変化の把握）を実施した。

●	３カ月の社会実験後のアンケート調査で得られた課題や不安の声
を踏まえ、社会実験の延長を協議会で決定。その後、対象区間を
自転車で通る高校生やバス運転手にヒアリングを行い、危険な交
差点における路面表示の追加や街頭指導による周知徹底など、現
場での改善を実施した。

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 27
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バス専用レーンを活用した
「自転車走行指導帯」の整備1

666 616

974 999

2006.6.29㊍ 2007.2.21㊌ 2007.5.16㊌ 2007.9.26㊌

（台／12H）
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対策前 対策後

指導帯設置等による
走行環境改善効果

●	自転車走行指導帯の整備により、自転車のルール遵守率（車道左側通行の割合）が約２割から約８割に増加。さらに、
自転車交通量が約1.5	倍に増加し、自転車走行指導帯の整備による走行環境改善効果が確認された。

▼整備前後の変化

▼整備前後の自転車通行位置の変化（バスレーン時間帯 7:30-9:00）

▼整備前後の自転車交通量の変化
　※東山 2丁目〜森山 1丁目間の 12時間自転車交通量で比較

▼整備後の通行状況

取り組みの効果

◆	⾃転⾞のルール遵守率の向上と⾃転⾞交通量の増加

整備前 整備後

車道左側通行（ルール遵守）

20.3%

84.3%

82.0%

17.8% 22.9% 39.1%

3.0%

7.0%

5.8%

2.8%

7.7% 7.5%

2007.2.21
（184台）

2007.5.16
（334台）

2007.9.26
（345台）

0 20 40 60 80 100%

車道右側通行（違反） 歩道右側通行（違反）歩道左側通行（違反）

金沢自転車ネットワーク協議会28
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2006-2007 年度　国土交通省金沢河川国道事務所

▼自転車の安全性に対する評価

▼歩行者の安全性に対する評価

▼地元住⺠からの評価

▼自転車の走行性に対する評価

▼クルマのドライバーからの評価

▼自転車関連事故件数の変化

◆	道路利⽤者の安全性等に対する評価の向上と⾃転⾞関連事故の減少

●	整備前後（社会実験前・社会実験中）の地域住民等へ
のアンケート結果から、自転車の安全性や走行性に対
する評価、歩行者の安全性に対する評価が向上。また、
地域住民やクルマのドライバーからも対策の効果につい
て高い評価が得られた。

●	自転車関連事故件数については、2006 年 4～ 6	月の18	
件に対し、2007年 4～ 6	月は 9	件に半減。中でも違
反自転車による事故件数は5	件から2	件に減少し、交通
安全向上効果が定量的に確認された。

人身事故 2件

2006年 2007年

1件

16件 8件

18件 9件

5件 2件

物件事故

合　　計

うち
違反自転車の
事故件数

実験前
（1,001人）

実験中
（534人）

とても安全 まあ安全 わからない
やや危険 とても危険

0 20 40 60 80 100%

4.3%

16.4％ 17.9％ 32.2％ 29.3％

7.9%

28.3％ 20.4％ 26.4％ 17.0％

+15％

21％

36％

実験前
（539人）

実験中
（196人）

とても安全 まあ安全 わからない
やや危険 とても危険

0 20 40 60 80 100%

+54％

16％

70％

4.5%

11.3％ 11.5％ 40.4％ 32.3％

38.3％31.6％ 8.2％ 15.3％

6.6％

（226人）

とても効果的
11.9％

まあ効果がある
52.7％

やや効果的ではない
7.5％

効果的ではない
14.6％

わからない
13.3％

効果的
65％

（350人）

とても効果的
12.3％

まあ効果がある
45.1％

やや効果的ではない
9.1％

効果的ではない
18.0％

わからない
15.4％

効果的
57％

実験前
（979人）

実験中
（530人）

走りやすい まあ走りやすい わからない
やや走りにくい 走りにくい

0 20 40 60 80 100%

+24％

4.8%

13.7％ 15.6％ 24.4％

14.0％ 28.5％ 21.9％ 18.5％ 17.2％

41.5％

19％

43％

※各年4月～6月の事故件数を集計（県警本部）

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 29
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バス専用レーンを活用した
「自転車走行指導帯」の整備1

担当者の声 key personʼs voice

みんなが共有·共感できる「理念」が重要！

≳	関係者が共有・共感できる理念とし
て、「人・自転車・バス・クルマそ
れぞれにとって安全・安心な道路空
間の創出」を設定し、繰り返し訴え
た。これが合意形成のポイントであ
り、かなり協議会でこだわった部分
である。

≳	多様な関係者全てにとって、100
点満点の答えはないことから、みん
なで議論しながら答えを創造して
いくことが大事である。

≳	全国初の取り組みであり、交通事故
の懸念などの声が多くあった。地元
の合意形成はもとより、庁内関係者
の合意形成も大変だった。

≳	多様な価値観の方々と議論する場
合、否定せずに尊重することが基本。
しかし、共通の基本理念を否定する
意見については、明確に意思を伝え、
目指すべきところに議論を戻すこ
とが重要。誰かを悪者にしないこと
が合意形成にとっては重要である。

伊藤	正秀	氏
当　時：国土交通省 金沢河川国道事務所 事務所長
　　　　（2005-2006 年度）
現　在：国土交通省 国土技術政策総合研究所
　　　　研究総務官

古は自らが創る！ 熱い使命感と徹底した現場主義

≳	通学路の危険箇所を改善する「道の
点検簿」に取り組んでいた頃、小学
生が狭い歩道で自転車と接触し事
故にあったという話を聞き、何か対
策をしなければと感じていた。交通
事故による死者を減らしたい、子
どもを守りたいという使命に燃え、
少々強引でも進めていかなければ
と考えていた。

≳	当時、金沢外環状道路（山側環状）
が開通し、当該区間の交通量が減少。
現場には何度も通い、朝のバスレー
ンが守られている状況を確認した。
「これなら自転車を歩道から車道へ

おろし、バスやクルマと混在できる
のではないか」と確信が持てた。

≳	自転車通行空間の名称を20個以上
提案した上で、警察とも議論し「自
転車走行指導帯」に決定した。社会
実験の際には、路面表示の設置方法
など、警察から多くの助⾔を受けた。
広報計画を立てて緻密に実施した
ことも大きなポイント。

≳	座右の銘は「古は自らが創る」。自
らの手で歴史をつくるんだという
気概をもって、前向きに努力するこ
とが大事である。

「利用者第一」で柔軟に進めることが大事！

≳	自転車走行指導帯を整備する前に
「道の点検簿」が作成されており、
地域住民が参画して課題を解決する
意識があったため、地元と真剣に話
し合いを進めることができたと感じ
ている。

≳	「情報のオープン化」を徹底し、テ
レビやラジオ、新聞などあらゆるメ
ディアで情報発信し、取材にも快く
対応した。

≳	事後アンケートで反対意見のあった
バス事業者や高校生へのヒアリング
を実施。話を聞くと、以前は歩道や

車道を無秩序に走っていたが、整備
後は整然と車道を走るようになった
とバス運転手も実感していた。自転
車利用者に対しては、出前講座や月
一回の街頭指導を実施し、施策の浸
透を図った。

≳	利用者のニーズを把握し、出てきた
反対意見をすべてクリアするように
満足度を向上させたことで、本格実
施に⾄ることができた。利用者のこ
とを第一に考え、柔軟に進めること
が大事である。

岡田	茂彦	氏
当　時：国土交通省 金沢河川国道事務所
　　　　交通対策課長（2007 年度）
現　在：国土交通省 北陸地方整備局
　　　　利賀ダム工事事務所 副所長

石川	俊之	氏
当　時：国土交通省 金沢河川国道事務所
　　　　交通対策課長（2005-2006 年度）
現　在：国土交通省 北陸地方整備局 河川部
　　　　河川情報管理官

Voice 02

Voice 03

Voice 01

金沢自転車ネットワーク協議会30
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2006-2007 年度　国土交通省金沢河川国道事務所

【参考】　「道の点検簿」の取り組み

●	第８次交通安全基本計画（2006年3月策定）の目標であ
る「2012年までに死者数を5,000人（石川県は2010年
までに58人）以下」とするためには、死傷事故率の高い
生活道路で交通事故を減らすことが極めて重要となる。こ
のため、市民団体「地球の友・金沢」や小中学校の児童生
徒及びＰＴＡと協働制作した「自転車・歩行者安全マッ
プ」の交通事故危険箇所（金沢市内208箇所）をＰＤＣ
Ａ（Plan-Do-Check-Action）マネジメントサイクルに基
づき、順次改善する取り組みを実施（マップ作成は2002
年から開始）。

●	改善にあたっては、金沢河川国道事務所が主導的役割を担
い、住民参加に加え、石川県警や国・県・市の道路管理者
と連携し、改善状況がチェックできる「道の点検簿」を作
成。「３年以内に改善」することを目標に取り組みを推進。

●	「道の点検簿」はホームページ（http://www.hrr.mlit.go.jp/
kanazawa/tenkenbo）で情報公開し、危険箇所毎に「住
民の改善提案」「管理者の３年以内改善案」「改善状況写真」
「改善率」を見ることができるよう工夫。

●	住民参加による具体的な交通安全対策の取り組みが、バス
専用レーンを活用した「自転車走行指導帯」の整備や、道
路管理者及び警察の連携による「金沢自転車ネットワーク
協議会」等の自転車施策の礎となっている。

▼児童・⽣徒が地図に危険箇所等を記入

▼「道の点検簿」ホームページ ▼「道の点検簿」による改善状況の例

▼自転車・歩行者安全マップの作成

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 31
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⾃転⾞通⾏環境整備モデル地区における
「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備2

P O I N T

●	国⼟交通省及び警察庁では、2008	年
1	月に、全国98	箇所を「自転車通行
環境整備モデル地区」として選定し、
歩行者や自動車と分離された自転車通
行空間を先導的に整備していく方針が
示された。

●	石川県内では、「金沢市小坂地区」が
同モデル地区に指定され、地域住民を
はじめとする多様な関係者との連携の
もと、2008～ 2009	年度にかけて、
一般県道東金沢停車場線（東金沢駅前	
～国道359	号小坂町交差点間、延長
約600ｍ）において「自転車レーン」
（自転車専用通行帯）を整備した。

●	当該路線は、ＪＲ東金沢駅のエントラ
ンス道路であり、周辺には小中学校や
高校、大学、商業施設等の各種施設が
立地していることから、歩行者・自転
車の通行量は多い。

●	中でも、高校生の自転車利用者が多く、
車道逆走や並進、歩道上での歩行者（小
学生や高齢者）との交錯などの状況が
みられた。また、路地との交差部にお
ける自転車と自動車の出会い頭事故を
はじめとする自転車関連事故が発生し
ており、自転車通行環境整備による歩
行者・自転車・自動車の分離と、自転
車利用者のルール遵守意識の向上が求
められた。

◆	 県内初！	道路空間の再配分による「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備
◆	 関係者が⼀堂に会する「考える会」を設置し、計画〜整備〜フォローアップを実施
◆	 ⾃転⾞専⽤信号の設置や交差点改良による⾃転⾞交通の円滑化
◆	 ⾃転⾞利⽤者のルール遵守率の向上や歩⾏者の安全性の向上などの効果を発揮
◆	 ⾼校⽣の通⾏実態を考慮した並⾏市道での「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備

▼対象区間位置図

背景·目的

▼整備前の状況

金沢自転車ネットワーク協議会32
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自転車レーン供用開始（2010.3.30～）

第 1 回  考える会（2008.11.20、県立武道館）

●全国的な動向、現状・課題（交通量等）、対策の方向性…など

第 2 回  考える会（2009.2.9、県立武道館）

●アンケート結果を受けた対策案の絞り込み…など

第 3 回  考える会（2009.3.26、県立武道館）

●自転車レーン整備方針、ネットワーク、ソフト対策…など

第 4 回  考える会（2009.9.29、県立武道館）

●整備方針の一部変更（東金沢駅～駅口交差点間）…など

第 5 回  考える会（2009.12.18、鳴和台市民体育館）

●レーン着色方法、ソフト対策（広報計画等）、工事進捗…など

第 6 回 考える会（2010.6.2、県立武道館）

●これまでの検討経緯について
●自転車レーン整備後の効果と課題について（交通量調査結果）
●事後アンケート調査について

第 8 回考える会（2011.2.9、県立武道館）

●前回考える会で了承された対策案の具体的方針
　及び対策時期の明示
●関係団体による今後の取り組みについて

第 7 回 考える会（2010.10.9、県立武道館）

●事後アンケート結果について
●事後評価結果を踏まえた対策案

●	自転車通行環境整備の検討にあたっては、“交通安全の
P	I（パブリック・インボルブメント）”という認識のも
と、地域住民・学校関係者・学識者・バス事業者・警察・
道路管理者等からなる「県道東金沢停車場線	自転車通
行環境を考える会」（以下、考える会）を設置。

●	2008	年度に実施した地元住民や高校生へのアンケー
ト結果及び交通量調査結果等を踏まえ、自転車レーン
の具体的な整備内容（道路空間の再配分の方法、着⾊
や路面表示の方法、交差点部の処理方法等）やルール・
マナーの周知方法等について協議・決定した。

▼計画から実施までの流れ ▼考える会の様⼦

▼考える会構成メンバー

学識者

地元住⺠（町会連合会、街頭交通推進隊）

学校関係者（関係する高校や小中学校の校⻑）

PTA、育友会

バス事業者

交通安全協会

市⺠団体

警察（県警、所轄）

道路管理者（国、県、市）

事務局（県、県警、コンサルタント）

取り組みの概要

◆	「県道東⾦沢停⾞場線	⾃転⾞通⾏環境を考える会」の設置

2008-2009 年度 ⽯川県

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 33
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⾃転⾞通⾏環境整備モデル地区における
「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備2

◆	道路交通特性に応じた道路空間の再配分による「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備

●	考える会における議論の焦点は、道路空間の再配分の具
体的な方法や内容であった。考える会では、事務局で検
討した次の３案を提示し、地域住民・高校生へのアンケー
ト調査結果や交通量調査結果等を踏まえて地元主体の議
論を展開した結果、案2に決定した。

●	東金沢駅～東金沢駅⼝交差点間においては、自動車交
通量が3,500	台 /12h	程度と少なく、⽚側１車線で
も円滑な交通流を確保可能であることから、４車線の
車道を２車線とし、⽚側１車線分を自転車レーンに転
換した。

●	車道左側通行の遵守が必要となる「自転車レーン」と、
対面通行可能な「自転車道」の両案を提示して議論を
重ねた結果、自転車レーンが選択された理由は次のと
おりであった。

①	⼩坂地区には、自転車が本
来⾛⾏すべき車道左端を明
⽰した「自転車⾛⾏指導帯」
が設置されており、考える
会委員より「区間によって
ルールが変わるとわかりに
くい。ルールは統⼀すべき。」
との意⾒が出されたこと。

②	東⾦沢停車場線において対
⾯通⾏可能な自転車道を整
備するためには、全線にわ
たって車道を４車線から２
車線に縮⼩する必要がある
が、これに関して地元住⺠
から反対があったこと。

③	考える会での議論やアン
ケートの回答の⼀部に、幅
員２ｍの自転車道での対⾯
通⾏は危険であり、朝の⾼
校⽣の自転車交通量をカ
バーできないとの認識が
あったこと。

④	考える会において、「自転車
は軽車両であり、車道が原
則、歩道は例外」、「自転車
は車道左側通⾏」という基
本的なルールを定着させて
いくことが重要との認識で
⼀致したこと。

約３～４ｍ 約３～４ｍ0.5 3.25 3.25 3.252.5 3.250.5 0.5 0.5
（植樹帯・水路含む） （植樹帯・水路含む）

▼県道東金沢停車場線の⼀般部断面図（自転車レーン整備前）

▼Ａ区間：４車線の車道を２車線にして自転車レーンを設置

▼Ｂ区間：中央分離帯を縮小し４車線を確保しつつ自転車レーンを設置

車線幅の縮小により W=1.25m の
自転車レーンを設置する案
 
車線幅と中央分離帯の縮小により
W=2.25m の自転車レーンを設置する案
 
４車線を２車線にして自転車道を整備する案

案 1

案 2

案 3

金沢自転車ネットワーク協議会34
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2008-2009 年度 ⽯川県

◆	路⾯表⽰⽅法の⼯夫

◆	交差点部の対応

●	県内初の自転車専用通行帯であることから、今後のモデ
ルケースとするため、自転車レーンの着⾊方法について
は、学識者（金沢市景観審議会委員）のアドバイスを受
けながら、先行事例である国道359	号浅野川大橋～山
の上間の自転車走行指導帯の考え方を踏襲。着⾊は金沢
の景観に配慮した「灰桜⾊系」とし、東金沢駅の壁面の
⾊など周囲との調和を図った。また、自転車マークや⽂
字表示も統一し、先行事例との連続性に配慮した。

●	当初、信号処理を伴う大きな交差点においては、左折車
による巻き込み事故防⽌、自転車利用者の安全確保、自
転車横断帯との連続性確保等の観点から、交差点手前で
歩道滞留部に誘導することとした。しかし、整備後に実
施した地域住民・高校生へのアンケートの結果、交差点
部で歩行者と自転車が錯綜して危険との意見がみられた
ことから、警察と連携し、交差点改良により「自転車横
断帯の移設」と「自転車専用信号の設置」を実施した。

●	利用者が心地良く走行できるよう、全面着⾊ではなく、
破線状に着⾊することで快適性を演出。着⾊帯の形状は
⻩金⽐（1:1.6）を考慮し、幅1.75m	に対し奥行2.8m	
の長方形を1m	間隔で配置。さらに、車道との境界部に
⽩線（実線）を設置し、視覚的分離を強化した。なお、
側溝部分は、自転車専用通行帯の幅に含むものの、側溝
の蓋（グレーチング）などがあり積極的に走行を促すべ
き部分ではないことから、着⾊しないこととした。

●	路地との交差部において
は、路地から出てくる自
動車に自転車の通行位置
を示すための路面表示を
設置することで注意喚起
を行うこととした。

▼破線状の着色帯

▼整備当初の交差点部

▼自転車マーク・⽂字の路面表示

▼改良後の交差点部

▼自転車専用信号

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 35
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⾃転⾞通⾏環境整備モデル地区における
「⾃転⾞専⽤通⾏帯」の整備2

◆	並⾏する市道を含む⾃転⾞ネットワークの整備

▼県道の整備にあわせて、並行する市道でも自転車走行指導帯を整備

▼整備前後の変化

●	県道での自転車専用通
行帯の整備をきっかけ
に、金沢市が並行路線
等において自転車走行
指導帯を整備し、高校
生の通学ルートを考慮
した自転車ネットワー
クを形成。県と市の連
携により地域内の面的
な自転車通行空間整備
が図られている。

●	自転車のルール遵守率
の向上、歩行者や自転
車の安全性及び通行の
しやすさに対する評価
の向上などの効果がみ
られた。

取り組みの効果

▼自転車のルール遵守率の変化（平日 7 ～ 19 時）

整備前 整備後

車道左側通行（ルール遵守）

レーン整備前
2008.10（409台）

レーン整備直後
2010.5（749台）

レーン整備１年３ヶ月後
2011.7（766台）

交差点改良後（街頭指導有）
2011.9.8（871台）

交差点改良後（街頭指導無）
2011.9.15（745台）

0 20 40 60 80 100%

車道右側通行 歩道右側通行歩道左側通行

15.6% 5.9% 41.3% 37.2%

71.4% 6.9% 6.8% 14.8%

74.7%

74.0%

9.4% 3.7% 12.3%

80.0% 7.0%

10.2% 12.3%3.5%

2.9%

10.1%
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2008-2009 年度 ⽯川県

▼県道の整備にあわせて、並行する市道でも自転車走行指導帯を整備

▼安全性や通行のしやすさに対する評価（歩行者）

▼安全性や通行のしやすさに対する評価（自転車）

担当者の声 key personʼs voice

「ルール・マナーの継続的な周知」が重要！

≳	「金沢市小坂地区」を自転車通行環
境整備モデル地区に指定し、県内初
となる「自転車専用通行帯」の整備
に取り組んだ。

≳	学識経験者や地域住民等からなる
「自転車通行環境を考える会」を設
置し、県道東金沢停車場線のハード
整備に加え、何よりも利用者のルー
ル、マナーの周知が大事であるとい
う考え方を基本に検討を重ねた。

≳	当時の基準では、自転車専用通行帯
は青⾊系のベルト状の通行帯を標
準にするとされていたが、関係機関
と協議・調整し、金沢の街並み景観

との調和から「灰桜⾊」を採用。
≳	ソフト対策としては、県警や地元高
校の教職員、生徒による街頭指導や、
新入生に対する交通安全教室の開
催など、ルールの周知やマナーの向
上に取り組んだ。

≳	時間の経過とともに利用者の意識
は薄れてくるものである。身近に利
用する自転車だからこそ、自転車の
通行環境が更に向上するよう、今後
とも、朝の通学時間帯における街頭
指導、学校でのマナー向上の取り組
みなどを継続してほしい。

⼭岸	勇	氏
当　時：石川県 土木部 道路整備課長
　　　　（2009-2010 年度）
現　在：石川県建設業協会 専務理事

とても安全・通りやすい

整備前
（643人）

整備後
（508人）

0 20 40 60 80 100%10 30 50 70 90

まあ安全・まあ通りやすい 普通・特に気にならない

やや危険・少し通りにくい とても危険・通りにくい わからない

5.4% 18.8% 42.3% 21.0% 5.3% 7.2%

25.4% 34.6% 24.2% 3.0%

0.4%

12.4%

+35.6％

24.4％

60％

とても安全・通りやすい

整備前
（544人）

整備後
（449人）

0 20 40 60 80 100%10 30 50 70 90

まあ安全・まあ通りやすい 普通・特に気にならない

やや危険・少し通りにくい とても危険・通りにくい わからない

2.6%

12.5% 33.1% 26.3% 9.2% 16.4%

18.7% 35.6% 14.5% 7.1% 22.9%

1.1%
+39.2％

15.1％

54.3％
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3 「金沢市まちなか⾃転⾞利⽤環境向上計画」の策定と
細街路における「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備

P O I N T

●	当時、環境負荷の少ない交通手段として、また健康志向
の高まりやライフスタイルの変化などを背景に自転車の
利用ニーズが高まる一方、自転車対歩行者あるいは自転
車相互の事故が全国的に増加傾向にあり、金沢市内でも
毎年約600件の自転車関連事故が発生。

●	金沢市では、市内でも特に自転車利用ニーズが高く、解
決すべき問題の多い中心市街地（まちなか：約860ha）
を対象に、自転車通行空間の安全性向上（はしる）、便
利で使いやすい駐輪環境の創出（とめる）、公共交通と
しての自転車利用促進（つかう）、自転車利用者のルー
ル遵守・マナーアップ（まもる）を図るため、自転車利
用環境向上に向けた方針や具体的施策を整理し、2011
年3月に「まちなか自転車利用環境向上計画」を策定。

●	自転車を公共交通と組み合わせた都市交通の一つとして
再認識し、金沢のまちの特性に応じた市民・来街者の身
近な移動手段として利用できる環境を整え、「自転車を
安全・快適に利用できるまち・金沢」の実現を目指して
いる。

●	計画期間は、2010年度～2019年度までの10年間。
2014年度の北陸新幹線開業などのターニングポイント
を見据えつつ、計画の段階的な実現を図ることとし、計
画の中間期にあたる2015年度に中間見直しを実施して
いる。

◆	「はしる、とめる、つかう、まもる」の４本柱からなる “トータルプラン ”の策定
◆	 中⼼市街地の⾃転⾞ネットワークと「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備⽅針の明⽰
◆	 ルール・マナーの向上に関する具体策の提⽰と着実な実践
◆	 ⾃転⾞ネットワーク計画に基づく細街路での⾃転⾞走⾏指導帯の整備
◆	 地域住民等との連携による街頭指導などのフォローアップの実施

▼金沢市まちなか自転車利用環境向上計画の構成

背景·目的

まちなかにおける自転車利用環境の現状・課題

まちなか自転車利用環境向上の方針・具体的な施策

計画の実現に向けて

はしる とめる つかう まもる
自転車通行環境整備に
向けた方針・具体的な
施策について提示

駐輪環境の向上に向け
た方針・具体的な施策
について提示

自転車の利用促進に向
けた方針・具体的な施
策について提示

自転車利用のルール遵
守やマナー向上に向け
た方針・具体的な施策
を提示

金沢自転車ネットワーク協議会38
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2010 年度～　金沢市

●	まちなかの自転車交通量や自転車通行経路等の調査
データをもとに、自転車利用ニーズの高い路線を抽出し、
幹線道路と城下町の風情が残る細街路を組み合わせた
「まちなか自転車ネットワーク」を立案。

●	あわせて、国⼟交通省金沢河川国道事務所が整備し
た「自転車走行指導帯」や石川県が整備した「自転
車専用通行帯（自転車レーン）」の整備実績を踏まえ、
車道上での自転車通行空間の確保を基本とした整備
検討フローを提示。

●	さらに、自転車走行指導帯整備の基本的な考え方として、
歩行者・自転車・クルマの幅員の考え方や通行空間を整
備する際の優先順位（歩行者＞自転車＞クルマの優先順
位で通行空間を確保すること）を明示。

●	自転車ネットワーク計画の立案にあたっては、金沢市
と国⼟交通省金沢河川国道事務所が連携し、まちな
かの複数箇所における交通量調査を国が協力・支援。

▼まちなか自転車ネットワーク

取り組みの概要

◆	「まちなか⾃転⾞ネットワーク」の立案

●自転車交通量が多い路線
●通勤、通学、買物、観光などの目的で、
まちなかを発着場所とする自転車利
用者がよく通行する路線
●道路網としての連続性を確保する上
で必要と思われる路線

自転車
交通量調査

自転車通行
経路調査

自転車利用ニーズが高い
路線の抽出

まちなか
自転車ネットワークの設定

幹線ネットワーク

裏道ネットワーク

まちなかの 4車線以上
（両側歩道あり）の道路など

幹線を補完する
自転車利用ニーズの高い

細街路など

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 39
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「金沢市まちなか⾃転⾞利⽤環境向上計画」の策定と
細街路における「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備3

▼自転車走行指導帯の整備パターンの例

■道路有効幅員 6.1m 以上で対面通行の場合

■道路有効幅員 3.8m 以上 4.4m 未満で⼀方通行の場合

◆	「⾃転⾞走⾏指導帯の整備パターン」の設定

●	金沢市では、「まちなか自転車ネットワーク」の形成に
向けて、道路幅員や交通規制に応じた「自転車走行指導
帯の整備パターン」を計画に盛り込み、2010年度より
継続的に自転車走行指導帯の整備等を推進。

●	非幹線道路での最低幅員の考え方として、歩行者0.75
ｍ（歩行者の最小幅）、自転車0.6ｍ（普通自転車のハ
ンドル幅）、自動車1.7ｍ（小型自動車の幅）と規定。
これらの幅員を確保できる区間では、自転車走行指導帯
の破線を表示し、確保できない区間では破線を表示せず
自転車マークと矢印のみを表示することとしている。

自転車走行指導帯の整備イメージ

道
路
有
効
幅
員
6
・
1
m
以
上

●	歩行者・自転車・クルマの独立的な通行空間を確保することを基本とする。
●	自転車マークや矢印に加え、クルマの通行空間と分離するための破線を表示する。
●	クルマの交通量が多い区間では、クルマからの視認性を高めるため、自転車通行空間の着⾊を検討する（灰桜⾊）。
●	自転車利用者の安全確保のため、クルマに対しては20km/h～30km/hの速度規制の導入が望ましい。

条件に当てはまる路線・区間（例）
〈B.	1級幹線22号石引・広坂線〉速度規制40km/h、駐車禁⽌（終⽇） 〈C.尾張町二丁目線2号〉速度規制40km/h、駐車禁⽌（終⽇）

自転車走行指導帯の整備イメージ

道
路
有
効
幅
員
3
・
8
m
以
上

4
・
4
m
未
満

●	クルマが、歩行空間及びクルマと逆方向に進む自転車の通行空間を侵害しないことを基本とする。
●	自転車は、クルマと同じ空間を、同じ方向に通行することを基本とする。
●	自転車マークや矢印に加え、クルマと逆方向に進む自転車とクルマの通行空間を分離するための破線を表示する。
●	自転車とクルマが同じ空間を通行することから、クルマに対しては、20km/h規制の導入が望ましい。

条件に当てはまる路線・区間（例）
〈H.⽚町一丁目線9号〉一方通行規制、速度規制40km/h、駐車禁⽌（終⽇）〈I. 広坂一丁目線2号〉一方通行規制、速度規制40km/h、駐車禁⽌（終⽇）

適切な
歩行空間
の確保

適切な
自転車通行空間
の確保

 

※幅員 7.0m以上の道路では、道路の特徴を踏まえて検討する。

↑石引方面

↑犀川大橋方面 ↑広坂方面

↑新町方面

金沢自転車ネットワーク協議会40
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2010 年度～　金沢市

◆	細街路における「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備

●	計画で定めた方針に基づき、2011年度には「協働のま
ちづくりチャレンジ事業」の一環として、市民団体「地
球の友・金沢」や地域住民、学校関係者、警察、金沢市（道
路管理者）等の協働のもと、自転車利用ニーズが非常に

高い金沢市立中央小学校周辺～せせらぎ通り～香林坊間
における交通安全の向上を目的に、市道約2km区間に
おいて自転車走行指導帯を整備。整備後には地域住民や
警察等が連携して街頭指導を実施。

▼中央小学校前の指導帯

▼追越禁止の法定外表示

▼関係する高校に配布した自転車の走り方マニュアル

▼住⺠参加による検討会

▼地域住⺠等による街頭指導

▼警察・道路管理者の現場確認

▼バイクポケットでの信号待ち

▼地域住⺠、警察、金沢市等による連携

▼左側通行の徹底による交通の整序化

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 41
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「金沢市まちなか⾃転⾞利⽤環境向上計画」の策定と
細街路における「⾃転⾞走⾏指導帯」の整備3

▼社会実験中のサイクルポートの様⼦ ▼社会実験で使用した車両（100 台）

◆	⾦沢市公共レンタサイクル「まちのり」の位置づけ

◆	⾃転⾞利⽤者のルール遵守・マナー向上を見据えた具体策の立案

●	金沢市では、2014年度の北陸新幹線開業後における金
沢駅からの二次交通の充実、市民の利便性向上、まちな
かの賑わい創出、マイカー利用から自転車への転換によ
る環境負荷低減などを目的に、公共レンタサイクルシス
テムの導入を「金沢魅力発信行動計画」（2008年12月）
に位置づけ、本格実施の可能性を模索。

●	2010年8月21⽇～10月20⽇（61⽇間）に実施した
「公共レンタサイクル社会実験」（自転車100台、有人
サイクルポート10箇所）の結果を踏まえ、計画の「つか
う」の中で公共レンタサイクルシステムの方針を示し、
2012年3月24⽇より本格実施となった（詳細はP50
～55参照）。

●	金沢市では、ルールやマナー周知のためのＤＶＤやチラ
シの作成・配布、小学３年生を対象とした自転車教室の
実施、児童や生徒を対象とした自転車ルール・マナー検
定の実施、全市一斉自転車マナーアップ強化の⽇運動（街

頭指導等）などの施策を計画に位置づけ、2011年度よ
り実施。2014年4月1⽇には「金沢市における自転車
の安全な利用の促進に関する条例」を施行（詳細はP84
～85参照）。

▼街頭指導

▼サイクルフェスタ

▼小学３年⽣自転車教室 ▼ルール・マナーチラシ

▼ルール・マナー検定

金沢自転車ネットワーク協議会42
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2010 年度～　金沢市

◆	「まちなか⾃転⾞利⽤環境向上計画策定委員会」の設置

●	計画策定にあたっては、学識者・市民代表・
関係団体・交通事業者・学校関係者・警察・
道路管理者（金沢河川国道事務所・石川県・
金沢市）等からなる「計画策定委員会」を設
置し、2010年度に３回開催。さらに、４本柱
の各々に「専⾨部会」を設け、施策の具体化
と合意形成を図った。

▼計画策定委員会の様⼦

担当者の声 key personʼs voice

具現化に向けた「詳細な計画づくり」が重要！

≳	まちなかは歩行者優先・公共交通優
先として、歩けるまちづくりを強力
に推進する中で、自転車計画を策定。

≳	「はしる（自転車通行空間整備）」「と
める（駐輪環境整備）」「つかう（自
転車利用促進）」「まもる（ルール・
マナー向上）」について具現化する
ため、できるだけ詳細に検討した。
詳細な計画とすることで、具現化の
事業は継続されると考えていた。理
念だけでは続けられないと感じて
いた。

≳	自転車ネットワーク路線の設定に
は、国道、県道、市道が混在する中、
各道路管理者の整備計画との整合
性の観点からも、調整に時間を要し
た。

≳	金沢河川国道事務所の協力が大き
く、国が同じ方向を向いていたこと
が大きな後押しになった。

≳	自転車通行空間整備は、計画策定後
から毎年着実に整備延長を伸ばし、
自転車の安全な走行に寄与してい
ると感じており、道路整備担当に感
謝している。

古谷	健	氏
当　時：金沢市都市政策局歩ける環境推進課
　　　　担当課長補佐（2007-2010 年度）
現　在：金沢市金沢営業戦略室長（東京事務所）

「地道な取り組みの継続」が地域を安全にする！

≳	計画に基づき、まちなかの細街路で
の自転車走行指導帯の整備に向け
て、地域住民と高校生が、現状の確
認やお互い困っている点など意見
を出し合い、課題を共有し、協力し
て安全で快適な交通環境づくりを
目指した意見交換会を開催。

≳	指導帯の整備にあわせて、地域住民
はもちろん、高校の先生・生徒、警
察など様々な関係者によるルール
遵守・マナー啓発の街頭指導を幾度
となく実施。

≳	指導帯の整備や街頭指導の結果、歩
道通行や並走する自転車通学の高

校生が激減し、その地域にある小学
校の通学児童も歩道を安全に通行
できるようになった。

≳	顔が見える事が良い方向につなが
り、高校生、地域住民お互いの元気
な挨拶が飛び交うようになり、快適
な交通環境の形成に寄与。地区内を
走行する自動車の通行速度も低下。

≳	指導帯の設置に反対していたある
町会長も街頭指導に毎回参加。その
後、「（笑いながら）もっとどんどん
自転車の線引けや！」と励ましのお
声をいただいた。地道な取り組みの
継続が大事である。

中⼭	哲也	氏
当　時：金沢市都市政策局歩ける環境推進課 主査
　　　　（2009-2012 年度）
現　在：金沢市土木局道路建設課 街路係長

Voice 02

Voice 01

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 43
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4 「金沢⾃転⾞ネットワーク協議会」の設立と
「金沢⾃転⾞ネットワーク形成に向けた勉強会」の開催

P O I N T

●	「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」
の策定にあわせて、金沢河川国道事務所で
は、金沢市内の自転車ネットワークの構築
と関係者間の自転車関連施策の情報共有
を図るため、2011年2月23⽇に「金沢
自転車ネットワーク協議会」を設置。

●	この協議会は、学識者（髙山純一：金沢大
学教授、三国千秋：北陸大学教授（当時）、
三国成子氏：地球の友・金沢）をはじめ、
金沢河川国道事務所・石川県・金沢市の各
道路管理者と、石川県警察本部、各所轄警
察署が一堂に会する組織であり、現場を熟
知する課長級のメンバーで構成。

●	金沢自転車ネットワーク協議会の設立を
機に、自転車走行指導帯や自転車専用通行
帯といった線的な整備から、「まちなか自
転車ネットワーク」に基づく具体的な整備
方針や整備形態といった“面的な整備 ”に
向けた議論がスタートした。

◆	 国・県・市・警察が連携して「⾦沢⾃転⾞ネットワーク協議会」を設立
◆	 ⾃転⾞施策に関する情報共有を図り、統⼀的な⾃転⾞ネットワークの整備を推進
◆	「⾃転⾞ネットワーク形成に向けた勉強会」を継続的に開催することで、
	 ２〜３年で異動となる⾏政職員の⾃転⾞施策に対する学習や関係者との
	 交流の機会を創出

▼金沢自転車ネットワーク協議会名簿（第１回当時）

「金沢自転車ネットワーク協議会」について

分類 所属・氏名

学識者
金沢大学	教授　髙山　純一

北陸大学	教授　三国　千秋
地球の友・金沢　三国　成子
（内閣府	第９次中央交通安全対策会議専⾨委員）

警察

石川県警察本部	交通規制課長

石川県警察本部	交通企画課長

金沢東警察署	交通官

金沢中警察署	交通官

金沢西警察署	交通第一課長

行政関係

国⼟交通省金沢河川国道事務所	交通対策課長

石川県	⼟木部	道路整備課長

石川県	⼟木部	都市計画課長

石川県	県央⼟木総合事務所	維持管理課長

金沢市	都市政策局	歩ける環境推進課長

金沢市	都市整備局	道路管理課長

事務局
国⼟交通省金沢河川国道事務所	調査第二課

石川県	⼟木部	道路整備課

金沢市	都市政策局	歩ける環境推進課

▼第１回協議会の様⼦ ▼海外の事例紹介（三国教授）

金沢自転車ネットワーク協議会44
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2010 年度～　金沢河川国道事務所・⽯川県・金沢市・⽯川県警

▼金沢自転車ネットワーク協議会の活動経過

年度 金沢市内における主な取り組み
（★は金沢⾃転⾞ネットワーク協議会の取り組み） 全国における主な取り組み

2007

●	国道159号（現国道359号）で「自転車走行指導帯」を整備（国）
●	県道東金沢停車場線を含む小坂地区を
	 「自転車通行環境整備モデル地区」に指定（石川県）

●	「新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会」
を設立（2007.5）、「これからの自転車配慮型道路
における	道路空間の再構築に向けて」をとりまとめ
（2007.7）
●	全国98箇所を「自転車通行環境整備モデル地区」
に指定（2008.1）

2008
●	県道東金沢停車場線における自転車通行空間整備について
	 検討・立案（石川県）

2009
●	県道東金沢停車場線で「自転車専用通行帯（自転車レーン）」を整備（石川県）

2010
●	主要地方道金沢田鶴浜線で「歩道上の通行空間分離」の実験（石川県）
★	「金沢自転車ネットワーク協議会」を設立（2011.2）
●	「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」を策定（2011.3）（金沢市）

2011

●	主要地方道金沢田鶴浜線で「歩道上の通行空間分離」を整備（石川県）
●	市計画に基づき、まちなかで「自転車走行指導帯」を整備（金沢市）
★	「金沢自転車走行空間整備ガイドライン」の策定に向けた
	 調査・検討（構成案及び素案の提示）

2012

●	市計画に基づき、まちなかで「自転車走行指導帯」を整備（金沢市）
●	有松・久安地区で「自転車専用通行帯」を整備（県警、金沢市）
★	「金沢自転車通行空間整備ガイドライン」の策定に向けた
	 調査・検討（国のガイドラインを踏まえた見直し案の提示）

●	「みんなにやさしい自転車環境 -安全で快適な自
転車利用環境の創出に向けた提⾔-」をとりまとめ
（2012.4）
●	「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
を策定（2012.11）

2013
★	「金沢自転車通行空間整備ガイドライン（案）」を策定（2013.8）
★	「金沢中心市街地の自転車通行空間整備ネットワーク（案）」を策定（2014.2）

2014
★	「広域的な自転車ネットワーク検討路線」を策定（2015.2）
★	「金沢自転車通行空間整備ガイドライン（案）」改定版を策定（2015.3）

●	「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する
検討委員会」を設立（2014.12）

2015

●	県道窪野々市線で「自転車走行指導帯」を整備（2015.4）（石川県）
★	「広域的な自転車ネットワーク候補路線」の選定に向けた調査の実施・検討
★	「金沢自転車通行空間整備ガイドライン（案）改定版」の検討
●	「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画（中間見直し）」を策定
	 （2016.3）（金沢市）

●	『「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安
全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提⾔』を
とりまとめ（2016.3）

2016

●	浅野川大橋周辺で「自転車走行指導帯」を整備（2016.4）（国）
●	県道倉部金沢線で「自転車走行指導帯」を整備（2016.4）（石川県）
★	「金沢自転車通行空間整備ガイドライン（案）」改定版を策定（2017.3）
★	「広域的な自転車ネットワーク候補路線（案）」の選定（2017.3）

●	「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（改
定版）」を策定（2016.7）

2017
★	「広域的な自転車ネットワーク候補路線（案）」の改正（2017.8）
●	「石川県自転車関連事故分析報告書」を作成（2018.3）

●	「自転車活用推進法」を施行（2017.5）

2018
★「連携と協働で歩んだ10年の軌跡～金沢の自転車施策2007-2017～」
	 の作成（2019.3）

●「自転車活用推進計画」を策定（2018.6）

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 45
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「金沢⾃転⾞ネットワーク協議会」の設立と
「金沢⾃転⾞ネットワーク形成に向けた勉強会」の開催4

●	金沢自転車ネットワーク協議会で
は、他都市で取り組まれている自転
車関連施策について学ぶとともに、
金沢市内で取り組まれている自転車
関連施策についての情報共有を図る
ため、「金沢自転車ネットワーク形
成に向けた勉強会」を継続的に開催。

▼勉強会の様⼦ ▼勉強会（ラウンドテーブル）の様⼦

▼第１回勉強会

▼第４回勉強会

▼金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会の概要

▼第２回勉強会

▼自転車利用環境向上会議

▼第 3 回勉強会（屋井教授）

「金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会」について

年 度 日 時 場 所 内 容

2009
【第１回】
2010年

3月27⽇（⽇）
13:30～18:00

金沢市庁舎
南分室内
１階研究室

１）	 取組事例の紹介
２）	 基調講演「全国での取組紹介」（講師：
国⼟交通省	国⼟技術政策総合研究所	
本田肇	主任研究官）

３）	 意見交換

2010
【第２回】
2011年

2月26⽇（⼟）
13:30～18:00

ＩＴビジネス
プラザ武蔵
６階交流室

１）	 各地の取組事例等の紹介
２）	 基調講演「自転車施策に関する最近の

話題等」（講師：国⼟交通省	国⼟技術
政策総合研究所	大脇鉄也	主任研究官）

３）	 意見交換

2011
【第３回】
2012年

2月26⽇（⽇）
13:30～17:00

アートシアター
いしかわ

（ラブロ7階）

１）	 自転車利用環境整備に関する金沢の
取り組み

２）	 基調講演「自転車利用環境整備に関す
るこれからの取組」（講師：東京工業
大学	屋井鉄雄	教授）

３）	 意見交換

2012

2012年
10月11⽇（木）
～12⽇（金）

「自転車利用環境
向上会議2012in
金沢」として全国
会議を開催

金沢市⽂化ホール

１）	 基調講演「自転車を使いこなす都市へ
－課題と展望－」（講師：徳島大学	山
中英生	教授）

２）	 講演「安全・快適な自転車利用環境の
創出に向けて」／「自転車利用環境整
備にかかる最近の話題」

３）	 シンポジウム「『みんなにやさしい自転
車環境―安全で快適な自転車利用環境
の創出に向けた提⾔―』の意義と今後」

４）	 公開フォーラム「自転車走行空間整備
と市民協働」

５）	 分科会発表：①自転車のルール遵守／
②コミュニティサイクルの導入

2013
【第４回】
2014年

2月22⽇（⽇）
14:00～17:00

石川県勤労者福祉
⽂化会館

（フレンドパーク石川）
２階ホール

１）	 基調講演「自転車利用環境整備の取
組の状況」（講師：国⼟交通省道路局	
鹿野正人	交通安全政策分析官）

２）	 自転車利用環境向上への取り組み（全
国事例／金沢の取組）

金沢自転車ネットワーク協議会46
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2010 年度～　金沢河川国道事務所・⽯川県・金沢市・⽯川県警

▼第５回勉強会

▼第６回勉強会

▼第７回勉強会（絹代氏）

▼第８回勉強会

2015
【第５回】
2015年

7月25⽇（⼟）
13:30～16:30

ＩＴビジネス
プラザ武蔵
６階交流室

１）	 基調講演「保護者の意識からみた発達
段階に応じた自転車利用とその安全教
育について」（講師：大阪市立大学	吉
田長裕	准教授）

２）	 講演「安全で快適な自転車利用環境創
出に向けて」（講師：国⼟交通省道路局	
酒井洋一	道路交通安全対策室長）

３）	 事例報告『「京都・新自転車計画」～
みんなにやさしいサイクルＰＬＡＮ～』
について（発表者：京都市建設局自転
車政策推進室	朝山勝人	総合計画推
進課長）

2016
【第６回】
2016年

9月17⽇（⼟）
13:30～16:30

ＩＴビジネス
プラザ武蔵
６階交流室

１）	 基調講演「自転車利用環境向上の展開
と利用促進に向けて」（講師：徳島大
学	山中英生	教授）

２）	 事例報告「金沢での取組報告」
３）	 ラウンドテーブル「安全で楽しい自転
車まちづくり」

2017
【第７回】
2017年

9月16⽇（⼟）
13:30～16:30

近江町いちば館
（近江町交流プラザ４階）

１）	 基調講演「カラダもココロも、まちも
元気にする自転車！」（講師：サイクル
ライフナビゲーター	絹代氏）

２）	 事例報告「金沢での取組報告」
３）ラウンドテーブル

2018
【第８回】
2018年

8月25⽇（⼟）
13:30～16:30

近江町いちば館
（近江町交流プラザ４階）

１）	 基調講演「金沢市内の自転車走行指導
帯の整備効果、そしてこれからの自転
車利用環境」（講師：徳島大学	山中英
生	教授）

２）	 事例報告「金沢での取組報告」
３）	 パネルディスカッション「金沢の自転
車施策のこれまでの経験に学ぶ」

担当者の声 key personʼs voice

関係機関の連携で「土台」をつくることが重要！

≳	着任当時、狭い道路空間に自転車の
スペースを確保する手法（自転車走
行指導帯）がある程度確立していた。

≳	一路線だけでは、自転車は活用しに
くいため、ネットワーク化しなけれ
ばと考えていた時に、金沢市が「ま
ちなか自転車利用環境向上計画」の
中で自転車ネットワーク計画を作
成する説明に来られた。

≳	自転車ネットワークを構築するた
めには、市単独での計画作成よりも、
国・県・市の各道路管理者が事務局

メンバーとなり、持続可能な組織を
つくり、連携することが重要と考え
た。

≳	金沢の場合、自転車に造詣の深い学
識者の先生方がおられ、警察も協力
的で良い環境にあった。道路管理者
と関係機関が連携し、しっかりした
⼟台となる組織づくりが重要かつ
不可欠である。

吉田	英治	氏
当　時：国土交通省 金沢河川国道事務所
　　　　調査第二課 課長（2009-2010 年度）
現　在：国土交通省 北陸地方整備局 道路部
　　　　地域道路調整官

［ 金沢の自転車施策 2007-2017 ］　連携と協働で歩んだ 10 年の軌跡 47



Topics

金沢発！「⾃転⾞利用環境向上会議」の全国展開

自転車利用環境向上会議 2012

　2012年10月11～12⽇、
「金沢自転車ネットワーク形成
に向けた勉強会」の対象を全
国に拡大し、金沢市が主体と
なって「自転車利用環境向上
会議2012	in	金沢」を開催。
　自治体関係者を中心に167
名が参加し、自転車利用環境

の整備に向けて、基調講演や
シンポジウム、分科会等が行
われた。
　この会議を皮切りに、宮崎
市→宇都宮市→京都市→静岡
市→松山市→堺市と毎年開催
され、自転車施策に関わる人々
の交流の機会となっている。

10月11日(木)

13:00 開会
金沢市長あいさつ

13:10 基調講演
「自転車まちづくりと利用環境整備」 徳島大学 山中英生 教授

13:40 講演
「安全・快適な自転車利用環境の創出に向けて」

国土交通省道路局環境安全課 鹿野正人 交通安全政策分析官

「自転車利用環境整備にかかる最近の話題」

警察庁交通局交通規制課 福山邦之 課長補佐

（休憩）

14:30 シンポジウム
「『みんなにやさしい自転車環境－安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言－』の意義と今後」

コーディネーター：金沢大学 髙山純一 教授

パネリスト ：東京工業大学 屋井鉄雄 教授

茨城大学 金 利昭 教授

地球の友・金沢 三国成子 氏

（休憩）

16:30 公共レンタサイクル「まちのり」体験会

（休憩）

18:30 公開フォーラム「自転車走行空間整備と市民協働」 ※事前申込不要

司会及びインタビュアー：北陸大学 三国千秋 教授

コメンテーター ：NPO法人自転車活用推進研究会 小林成基 理事長

パネリスト ：金沢まちづくり市民研究機構 島崎淳一氏、河村浩一氏

中央小学校周辺地域住民 小篠勉氏、橘寿子氏

遊学館高校 嶋田 司 教諭

石川県警察本部交通規制課 三島真次 課長

石川県港湾課 二木美和 技師

金沢市歩ける環境推進課 中山哲也 主査

20:00 情報交換会

10月12日(金)

10:00 分科会
① 自転車のルール遵守

座長：岩手県立大学 元田良孝 教授

発表：石川県警察本部交通企画課 近藤和秀 首席参事官兼交通企画課長

塩尻市交通安全会議 山崎油美子 交通指導員

金沢市歩ける環境推進課 東 正彰 主任主事

② コミュニティサイクルの導入
座長：㈱日本海コンサルタント 埒 正浩 専務

発表：㈱ドーコン （札幌「ポロクル」運営）

㈱ＮＴＴドコモ （横浜「ベイバイク」運営）

エムシードゥコー㈱ （富山「アヴィレ」運営）

㈱アーキエムズ （京都「ミナポート」運営）

㈱日本海コンサルタント （金沢「まちのり」運営）

11:30 全体まとめ
各分科会座長からの報告

学識経験者からのコメント

（休憩）

13:00 現地視察
国道359号（東山～山の上間） 自転車走行指導帯

東金沢駅停車場線（小坂～東金沢駅前間） 自転車レーン

中央小学校付近 自転車走行指導帯

15:30 解散

会議プログラム

▼自転車利用環境向上会議 2012 プログラム ▼会議や現地視察の様⼦

⾃転⾞利⽤環境向上会議
全国委員会

●開催状況等の詳細はこちら

開催都市との連携による自転車利用環境向上会議の開催を通じ、全国の都市や
地域の自転車利用環境向上に関する施策の研究、知識の普及啓発、その他の自
転車の活用推進に寄与することを目的に設立。　

https://jcc-nec.org

金沢自転車ネットワーク協議会48


